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選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた国会審議の推進を求め 

る意見書 

 

夫婦が望む場合には，結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める選択

的夫婦別姓制度の導入に関し，平成８年２月に国の法制審議会が答申を出してから四半

世紀が経過しました。近年，結婚前の姓で社会的信用や実績などを築く期間が長くなっ

ていることから，結婚に伴う改姓により社会的不利益・不都合や精神的苦痛を被る事例

が増加しています。 

 平成 30 年３月の衆議院法務委員会において，法務省民事局長が，夫婦同姓制を採用し

ている国は日本以外にはない旨を答弁し，また本年４月の同委員会において，法務大臣

が，仮に選択的夫婦別姓制度が導入された場合でも，戸籍の機能や重要性は変わらない

旨を答弁しています。 

 さらに，本年６月 23 日に示された最高裁判所決定では，平成 27 年 12 月の判決同様に，

夫婦の氏についての制度の在り方については，「国会で論ぜられ，判断されるべき事柄

にほかならない」と示しています。 

 そこで，国の基本である戸籍制度を堅持しつつ，選択的夫婦別姓制度に関し，その意

義や必要性並びに家族生活及び社会生活への影響について，この制度を必要とする国民

の意見・権利を尊重した上で，議論を進めていく必要があります。 

 平成 30 年２月に内閣府が公表した世論調査では，夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的

夫婦別姓制度の導入に賛成・容認と答えた国民は 66.9％となり，反対の 29.3％を大きく

上回ったことが明らかにされています。特に 30 歳から 39 歳までの年齢層では，賛成・

容認の割合は 84.4％にのぼります。 

 よって，国においては近年における国民の価値観の多様化及びこれを反映した世論の

動向等に鑑み，選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた国会審議を推進するよう強く要望

します。 

以上，地方自治法第 99 条の規定に基づき意見書を提出します。 
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